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市
職
員
を
募
集

受験資格
・平成９年４月２日～14年４月１日生まれ
・平成14年４月２日～18年４月１日生まれ

・昭和41年４月２日～平成14年４月１日
  生まれ

・昭和53年４月２日以降生まれ
・保健師資格を有する（令和６年３月までの
  取得見込みを含む）
・昭和53年４月２日～平成14年４月１日生まれ
・土木・建築・電気の専門課程修了（令和６年
  ３月までの修了見込みを含む）
・平成９年４月２日～14年４月１日生まれ
・視力などの要件あり
・平成14年４月２日～18年４月１日生まれ
・視力などの要件あり
・昭和53年４月２日以降生まれ
・保育士資格を有する（令和６年３月までの
  取得見込みを含む）
・昭和41年４月２日以降生まれ
・保育士資格を有する（令和６年３月までの
  取得見込みを含む）
・昭和52年４月２日以降生まれ
・中型免許以上の運転免許を有する（８t限定も可）

　            採用予定時期など

令和６年４月１日

令和６年４月１日以降、３年を限度
として職員の育休期間に応じて決定
（任期付は１年）

　令和６年４月１日

令和６年４月１日以降、３年を限度
として職員の育休期間に応じて決定
（任期付は１年）

　令和６年４月１日

下
表
の
と
お
り
市
職
員
を
募

集
し
ま
す
。採
用
予
定
は
い
ず
れ

も
若
干
名
で
す
。試
験
日
時
な
ど

の
詳
細
は
、受
験
案
内
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。受
験
案
内
な
ど
の
配
布
、エ

ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト

の
受
け
付
け
は
次

の
と
お
り
で
す
。

◆
受
験
案
内
と

　
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
配
布

期
８
月
１
日（
火
）〜
15
日（
火
）

（（
土
）（
日
）（
祝
）除
く
）

時
９
時
〜
17
時

場
職
員
課

他
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可

◆
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
受
け
付
け

期
８
月
１
日（
火
）〜
15
日（
火
）

（
消
印
有
効
）

申

受
験
案
内
を
参
考
に
、

L
I
N
E「
海
老
名
市
」で
申
請

し
、エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
を
職
員

課
へ
郵
送

                職　種

一般事務職

保健師

技術職
（土木・建築・電気）

消防職

保育士

自動車運転士
（清掃（ごみ収集作業員））

上級
初級

育児休業代替任期付
（兼）任期付（上級）

上級

上級

上級

初級

中級

育児休業代替任期付
 （兼）任期付

未
病
改
善
を
目
指
し
て  

え
び
な
健
康
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
３

健
康
推
進
課
☎（
２
３
５
）７
８
８
０
F（
２
３
５
）７
０
１
５

　
「
食
」「
運
動
」「
社
会
参
加
」を
通
じ
、未
病
改
善
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
づ
く
り
を
目

的
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
す
。キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
、要
約
筆
記・手
話
通
訳
も
あ
り
ま
す
。

日
９
月
３
日（
日
）10
時
〜
14
時
場
市
役
所
主
健
康
え
び
な
普
及
員
会・食
生
活
改

善
推
進
団
体
え
び
な
会

令
和
５
年
度
海
老
名
市

消
防
操
法
大
会
の
結
果

消
防
総
務
課
☎（
２
３
１
）５
１
５
３

測
定・体
験
コ
ー
ナ
ー

【
健
康
測
定
】

　
骨
健
康
度
／
肌
年
齢
／
握
力
／
肩
こ
り
／
足
指
力
／
糖

化
度
／
血
管
年
齢
／
ベ
ジ
チ
ェッ
ク

【
体
バ
ラ
ン
ス
チ
ェッ
ク
】

　
全
身
画
像
撮
影
と
足
圧
セ
ン
サ
ー
で
姿
勢
の
偏
り
や
癖

を
チ
ェッ
ク

【
旬
の
食
材
当
て
ク
イ
ズ
】

　
食
材
の
旬
を
学
ぶ
ク
イ
ズ
に
挑
戦

展
示・即
売・相
談
コ
ー
ナ
ー

【
海
老
名
産
野
菜
の
販
売
】

　
野
菜
の
販
売
／
野
菜
料
理
の
レ

シ
ピ
配
布

【
非
常
食
活
用
レ
シ
ピ
の
紹
介
】

　

非
常
食（
ア
ル
フ
ァ
化
米
）の
配

布
／
レ
シ
ピ
の
紹
介

【
健
康
相
談
】

　
管
理
栄
養
士・保
健
師
が
相
談
に
対
応

健
康
講
座

【
講
話「
快
眠
生
活
で
こ
こ
ろ
も
体
も
健
康
に
」】

　
第
一
生
命
保
険（
株
）の
社
員
が
快
眠
の
た
め
に
で
き
る

こ
と
や
ス
ト
レ
ッ
チ
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。

時
10
時
15
分
〜
11
時
45
分
定
1
2
0
人

【
び
な
ウ
ェ
ル
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
ク
ラ
ス「
家
族
で
カ
ラ
ダ
を

動
か
そ
う
！
ル
ネ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
体
験
！
」】

　
脳
ト
レ
や
ス
ト
レ
ッ
チ
を
講
話
と
実
践
で
学
び
ま
す
。

時
12
時
30
分
〜
14
時
定
50
人
講
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
ル
ネ
サ

ン
ス
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

　
７
月
９
日
に
市
役
所
西
側
催
事
広
場
で
行
っ
た
海
老

名
市
消
防
操
法
大
会
の
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
市

内
の
14
消
防
分
団
か
ら
各
分
団
５
人
計
70
人
が
参
加

し
、日
ご
ろ
の
訓
練
成
果
を
披
露
し
ま
し
た
。

【
最
優
秀
賞
】第
10
分
団（
杉
久
保
・
杉
久
保
北
・
杉
久

保
南
・
上
河
内
）

【
優
秀
賞
】第
６
分
団（
下
今
泉
・
泉
）、第
１
分
団（
中
央

１
丁
目
・
中
央
２
丁
目
・
国
分
北
・
国
分
南
・
望
地
）、第

５
分
団（
め
ぐ
み
町
・
扇
町
・
上
郷
）

【
個
人
賞
】指
揮
者　
福
間
健
史（
第
２
分
団
／
大
谷
・

大
谷
北
・
大
谷
南
・
国
分
寺
台
・
勝
瀬
・
浜
田
町
）

１
番
員　
清
田
憲
政（
第
15
分
団
／
本
郷
）

２
番
員　
山
口
晃
平（
第
10
分
団
／
杉
久
保
・
杉
久
保

北
・
杉
久
保
南
・
上
河
内
）

３
番
員　
寺
井
泰
斗（
第
15
分
団
／
本
郷
）

４
番
員　
熊
本
航（
第
６
分
団
／
下
今
泉
・
泉
）

【
消
防
長
特
別
賞
】井
上
葵
乃（
第
５
分
団
／
め
ぐ
み

町
・
扇
町
・
上
郷
）、渡
邊
野
乃
葉（
第
８
分
団
／
柏
ケ

谷
・
東
柏
ケ
谷
）

健
康
講
座
共
通
事
項

対
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
方
費
無
料
申
８
月
４
日

（
金
）か
ら
。（
月
）（
水
）（
金
）は
13
時
〜
20
時
、（
土
）（
日
）

（
祝
）は
10
時
〜
20
時
に
、電
話
ま
た
は
直
接
び
な
ウ
ェ
ル

へ
。電
話・フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
健
康
推
進
課
へ
も
可
。

25
日（
金
）締
め
切
り
他
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

４
０
１
会
議
室

び
な
ウ
ェ
ル
健
康
教
室

び
な
ウ
ェ
ル
☎（
２
０
４
）４
５
６
０

◆
オ
ン
ラ
イ
ン
ク
ラ
ス

　
「
自
律
神
経
を
整
え
て
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
」

　
ス
ト
レ
ッ
チ
で
自
律
神
経
を
整
え
ま
す
。

日
９
月
22
日（
金
）19
時
〜
20
時
10
分

講
山
口
薫
氏（
健
康
運
動
指
導
士
）

申
９
月
13
日（
水
）締
め
切
り

他
Z
o
o
m
を
使
用

◆
レ
ク
チ
ャ
ー
ク
ラ
ス

　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座
」

　

悩
ん
で
い
る
人
に
寄
り
添
い
、支
援
す
る「
ゲ
ー
ト

キ
ー
パ
ー
」の
役
割
を
学
び
ま
す
。

日
９
月
30
日（
土
）９
時
30
分
〜
11
時
30
分

場
市
役
所
４
０
１
会
議
室

定
１
０
０
人

講
長
見
英
知
氏（
精
神
保
健
福
祉
士
）

申
９
月
20
日（
水
）締
め
切
り

　
「
自
律
神
経
を
整
え
て
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
」

　
ス
ト
レ
ッ
チ
で
自
律
神
経
を
整
え
ま
す
。

共
通
事
項

対
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
方

費
無
料

申
８
月
４
日（
金
）か
ら
。（
月
）（
水
）（
金
）は
13
時

〜
20
時
、（
土
）（
日
）（
祝
）は
10
時
〜
20
時
に
、電
話

ま
た
は
直
接
び
な
ウ
ェ
ル
へ

他
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選

案内ページ

職
員
課

　
☎（
２
３
５)

４
５
０
２




